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迎
空
海
使
と
し
て
の
遣
唐
判
官
高
階
遠
成
（
西
本
）

大
同
元
年
（
唐
の
元
和
元
年
・
八

0
六
）
八
月
に
唐
か
ら
日
本
に
向
け
て
出
航
し
た
空
海
は
、
同
年
一

0
月
に
は
大
宰
府
に
帰
着
し
、

1
0
月
二
二
日
付
け
で
遣
唐
判
官
・
大
宰
大
監
高
階
遠
成
に
附
し
て
『
請
来
目
録
』
を
上
奏
し
た
。
『
高
野
雑
筆
集
』
上
所
収
の
「
中
冬

霜
寒
し
」
で
は
じ
ま
る
書
状
が
、
「
使
裔
判
官
」
に
附
し
て
表
文
を
奉
進
し
た
と
い
う
の
は
、
空
海
が
高
階
遠
成
の
遣
唐
使
船
に
乗
っ
て

帰
国
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
『
橘
逸
勢
伝
』
に
は
、

大
同
元
年
、
鱈
旱
喜
八
月

D、
従
二
遣
唐
判
官
正
六
位
上
高
階
真
人
遠
成
一
帰
朝
、

と
あ
り
、
橘
逸
勢
も
高
階
遠
成
の
船
に
従
っ
て
帰
国
し
て
い
る
。
古
く
か
ら
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
空
海
と
橘
逸
勢
は
遣
唐
判
官
高
階

遠
成
の
船
に
乗
っ
て
帰
国
を
は
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
遣
唐
判
官
高
階
遠
成
は
い
つ
唐
に
派
遣
さ
れ
た
の
か
。
ま
た
、
彼
は
ど
の
よ
う
な
任
務
を
負
っ
て
渡
唐
し
た
の
か
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
議
論
が
あ
り
、
見
解
は
定
ま
っ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
追
い
な
が
ら
、
高
階
遠
成
の
入
唐

時
期
と
そ
の
任
務
を
検
討
し
、
ま
た
延
暦
二
四
年
太
政
官
符
の
内
容
分
析
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
彼
が
空
海
を
迎
え
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た

は
じ
め
に

迎
空
海
使
と
し
て
の
遣
唐
判
官
高
階
遠
成

西

本

三
九
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弘



高
階
遠
成
の
渡
唐
年
次
は
延
暦
二
四
年
（
八

0
五
）
と
考
え
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
守
山
聖
慎
氏
は
延
暦
二
四
年
六
月
に
遣
唐
大
使
藤

原
葛
野
麻
呂
が
帰
国
し
て
ま
も
な
く
高
階
遠
成
が
派
遣
さ
れ
、
そ
の
年
の
年
末
に
は
来
宵
し
、
長
安
に
入
京
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と

し
た
。
こ
の
と
き
空
海
と
橘
逸
勢
が
遠
成
に
帰
朝
を
請
う
た
た
め
、
遠
成
は
唐
帝
に
両
人
の
帰
朝
を
請
い
、
勅
許
に
な
っ
た
と
論
じ
て
い

る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
中
村
孝
也
•
渡
辺
照
宏
•
宮
坂
宥
勝
•
宮
崎
忍
勝
・
頼
富
本
宏
の
各
氏
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
古
く
か
ら
高
階
遠
成
の
船
は
遣
唐
第
四
船
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
き
た
。
木
宮
泰
彦
氏
は
『
日
支
交
通
史
』
上
巻
に
所
収
の

「
遣
唐
使
一
覧
表
」
中
で
、
「
空
海
・
橘
逸
勢
等
が
判
官
高
階
遠
成
と
共
に
大
同
元
年
八
月
に
帰
朝
し
て
ゐ
る
の
は
第
四
船
な
ら
ん
か
」
と

述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
の
遣
唐
使
一
覧
表
で
は
多
く
こ
れ
と
同
様
の
見
解
が
と
ら
れ
て
い
る
。

高
階
遠
成
の
乗
船
と
入
唐
時
期
に
つ
い
て
、
最
初
に
詳
論
し
た
の
は
大
庭
脩
氏
で
あ
る
。
大
庭
氏
は
延
暦
二
三
年
に
出
発
し
た
遣
唐
使

の
四
船
の
う
ち
、
第
三
船
と
第
四
船
は
漂
流
し
、
新
羅
に
そ
の
安
否
を
尋
ね
て
い
る
が
、
延
暦
二
四
年
七
月
に
判
官
一
二
棟
今
嗣
の
乗
っ
た

遣
唐
第
三
船
が
肥
前
国
松
浦
郡
庇
良
嶋
よ
り
出
発
し
て
い
る
か
ら
、
行
方
不
明
の
第
三
船
は
そ
の
後
日
本
近
海
に
漂
着
し
、
改
め
て
船
の

修
繕
な
ど
を
行
っ
た
の
ち
に
出
発
し
た
も
の
と
考
え
た
。
そ
う
す
る
と
、
高
階
遠
成
は
第
四
船
に
乗
っ
て
い
た
と
考
え
る
他
は
な
く
、
遠

成
の
第
四
船
は
漂
流
・
遭
難
し
た
が
、
九
死
に
一
生
を
得
て
唐
に
た
ど
り
着
き
、
大
使
葛
野
麻
呂
ら
の
出
発
後
に
長
安
ま
で
行
っ
た
の
で

あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。

そ
の
後
、
高
階
遠
成
の
入
唐
時
期
あ
る
い
は
そ
の
任
務
に
関
し
て
は
、
以
下
の
四
氏
が
考
察
を
加
え
て
い
る
。
ま
ず
、
櫛
田
良
洪
氏
に

（

マ

マ

）

（

マ

マ

）

よ
る
と
、
高
階
遠
成
は
九
州
鎮
守
府
に
在
位
中
忽
々
に
遣
唐
使
と
な
り
、
ほ
と
ん
単
独
で
秘
か
に
入
唐
し
た
と
い
う
。

使
節
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
み
た
い
。

闊
西
大
學

高
階
遠
成
の
派
遣
時
期
と
そ
の
任
務

四
〇

で
は



迎
空
海
使
と
し
て
の
遣
唐
判
官
高
階
遠
成
（
西
本
）

―
―
一
年
（
永
貞
元
年
・
八

0
五
）
正
月
に
徳
宗
が
崩
御
し
て
順
宗
が
即
位
し
た
が
、
八
月
に
は
憲
宗
が
即
位
し
、
翌
元
和
元
年
（
八

0
六）

正
月
に
は
太
上
皇
順
宗
が
急
死
し
た
。
こ
の
一
大
事
に
際
し
て
、
慶
意
と
弔
意
と
を
表
す
る
た
め
に
高
階
遠
成
が
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
と
論
じ
て
い
る

次
に
高
木
誹
元
氏
は
、
延
暦
二
四
年
七
月
に
肥
前
国
庇
良
嶋
を
出
帆
し
て
遭
難
し
た
判
官
三
棟
今
嗣
の
遣
唐
第
三
船
に
代
わ
っ
て
、
遣

唐
判
官
に
忽
遠
、
高
階
遠
成
が
任
命
さ
れ
て
派
遣
さ
れ
た
と
し
、
『
類
緊
国
史
』
巻
九
九
、
叙
位
、
大
同
元
年
―
二
月
壬
申
条
に
、

遣
唐
判
官
正
六
位
上
高
階
真
人
遠
成
授
―
―
従
五
位
上
一
、
遠
成
率
爾
奉
レ
使
、
不
冨
亭
一
治
行
＼
其
意
可
レ
衿
、
故
復
命
之
日
特
授
焉
、

と
あ
り
、
「
遠
成
は
率
爾
に
使
を
奉
じ
て
、
治
行
（
旅
行
の
準
備
）
に
遣
あ
ら
ず
、
そ
の
意
衿
む
べ
し
」
と
あ
る
の
が
、
そ
う
し
た
事
情

を
う
か
が
わ
せ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
『
朝
野
群
載
』
巻
二

0
、
異
国
に
は
、
高
階
遠
成
に
対
す
る
唐
朝
の
位
記
を
載
せ
て
、

右
可
二
中
大
夫
試
太
子
中
允
二
余
如
レ
故
、

勅
、
日
本
国
使
判
官
正
五
品
上
兼
行
鎮
西
府
大
監
高
階
真
人
遠
成
等
、
奉
一
其
君
長
之
命
一
、
趨
_
―
我
会
同
之
礼

1

、
越
-
―
涙
波
一
而
万
里
、

献
―
一
方
物
於
三
検
一
、
所
に
且
褒
奨
一
、
並
錫
班
栄
二
可
レ
駆
前
件
一

元

元
和
元
年
正
月
廿
八
日

四

と
あ
る
が
、
こ
こ
に
み
え
る
「
会
同
の
礼
」
と
は
常
期
で
は
な
く
、
事
あ
る
ご
と
に
来
朝
し
て
礼
謁
す
る
こ
と
を
い
う
か
ら
、
高
階
遠
成

の
入
朝
の
目
的
は
新
た
に
即
位
し
た
順
宗
へ
の
朝
貢
礼
謁
の
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

高
木
説
に
対
し
て
は
、
武
内
孝
善
氏
が
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
高
階
遠
成
が
三
棟
今
嗣
に
代
わ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
と
す
る
と
、

再
度
の
派
遣
決
定
、
派
遣
官
の
選
定
、
遣
唐
船
と
国
信
物
の
準
備
な
ど
に
時
間
を
要
し
、
七
月
中
に
出
発
で
き
た
と
は
思
え
な
い
。
こ
の

タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
を
過
ぎ
る
と
、
延
暦
二
四
年
の
年
末
近
く
に
長
安
に
到
着
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
次
に
、
新
帝
へ
の
朝
貢
使
と
し

日
本
国
判
官
正
五
品
上
兼
行
鎮
西
府
大
監
高
階
真
人
遠
成



開
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
七
巻
第
四
号

て
新
た
に
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
肩
書
を
も
っ
て
入
唐
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
今
嗣
・
遠
成
の
肩
書
は
と
も

に
「
遣
唐
判
官
」
で
あ
り
、
新
帝
へ
の
朝
貢
礼
謁
使
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
会
同
の
礼
と
は
諸
侯
・
臣
下
が
朝
廷
に
参
上
し
て

天
子
に
拝
謁
す
る
こ
と
で
あ
り
、
必
ず
し
も
新
帝
へ
の
礼
謁
を
意
味
し
な
い
。
武
内
氏
は
高
階
遠
成
の
乗
っ
た
船
を
遣
唐
第
四
船
と
み
な

し
、
こ
の
第
四
船
は
今
嗣
の
第
三
船
と
と
も
に
、
延
暦
二
四
年
七
月
四
日
に
肥
前
国
庇
良
嶋
を
出
帆
し
た
と
考
え
る
。
第
三
船
が
遭
難
し

た
の
に
対
し
て
、
第
四
船
は
幸
運
に
も
長
安
に
至
っ
た
と
み
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
飯
島
太
千
雄
氏
も
裔
木
説
を
批
判
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
日
本
は
、
中
国
の
新
帝
の
即
位
を
祝
っ
て

そ
の
つ
ど
朝
献
の
礼
を
と
っ
て
き
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
こ
の
時
に
は
矢
継
ぎ
早
に
二
度
も
派
遣
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
無
理

を
せ
ね
ば
な
ら
む
別
の
理
由
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
そ
れ
は
唐
の
送
使
を
送
り
届
け
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。

以
上
、
高
階
遠
成
の
遣
使
を
め
ぐ
る
研
究
史
を
振
り
返
っ
て
き
た
。
高
階
遠
成
の
派
遣
時
期
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
藤
原
葛
野
麻
呂

の
帰
朝
後
ま
も
な
く
発
遣
さ
れ
、
延
暦
二
四
年
の
年
末
頃
に
長
安
に
到
着
し
た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
葛
野
麻
呂
の
長
安
出
発
後
に
長
安
に

着
い
た
と
す
る
大
庭
脩
説
、
三
棟
今
嗣
の
第
三
船
に
代
わ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
と
す
る
高
木
肺
元
説
、
今
嗣
の
第
三
船
と
と
も
に
発
遣
さ
れ

た
と
す
る
武
内
孝
善
説
な
ど
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
私
は
、
「
遠
成
は
率
爾
に
使
を
奉
じ
て
、
治
行
に
遣
あ
ら
ず
」
と
の
記

載
か
ら
、
遠
成
は
一
二
棟
今
嗣
の
遭
難
後
に
急
逮
発
遣
さ
れ
た
と
す
る
高
木
誹
元
説
に
も
っ
と
も
説
得
力
が
あ
る
と
思
う
。
た
だ
し
「
治
行

に
追
あ
ら
ず
」
の
「
治
行
」
は
旅
行
の
準
備
で
は
な
く
、
地
方
官
と
し
て
の
治
績
の
意
味
で
あ
る
。
遠
成
は
大
宰
大
監
と
し
て
の
考
課
を

中
断
し
て
入
唐
し
た
の
で
あ
り
、
朝
廷
は
そ
の
こ
と
も
考
慮
し
て
遠
成
に
従
五
位
上
を
授
け
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

遠
成
が
三
棟
今
嗣
の
第
三
船
遭
難
後
に
出
航
し
て
い
た
と
す
る
と
、
年
末
ま
で
に
長
安
に
た
ど
り
着
け
な
い
と
す
る
武
内
孝
善
氏
の
批

判
が
あ
る
が
、
遠
成
が
年
内
に
長
安
に
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。
遠
成
は
唐
朝
か
ら
官
位
を
与
え
ら
れ
た
元
和
元
年

正
月
二
八
日
ま
で
に
長
安
に
着
い
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
最
澄
が
乗
船
し
た
遣
唐
第
二
船
は
延
暦
二
三
年
七
月
六
日
に
肥
前
田
浦
を

四



迎
空
海
使
と
し
て
の
遣
唐
判
官
高
階
遠
成
（
西
本
）

高
階
遠
成
の
入
唐
目
的
に
つ
い
て
は
、
徳
宗
崩
御
、
憲
宗
即
位
へ
の
慶
意
と
弔
意
を
表
す
る
た
め
と
す
る
櫛
田
説
、
新
帝
へ
の
朝
貢
礼

謁
で
あ
る
と
す
る
高
木
説
、
唐
の
送
使
を
送
還
す
る
た
め
と
す
る
飯
島
説
な
ど
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
櫛
田
説
や
高
木
説
に
対
し
て
は
、

武
内
氏
や
飯
島
氏
の
批
判
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
慶
弔
使
や
朝
貢
礼
謁
使
の
場
合
、
四
位
の
遣
唐
大
使
ク
ラ
ス
が
派
遣
さ
れ
る
の
が
通
常
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
三
棟
今
嗣
や
高
階
遠
成
は
正
六
位
上
の
遣
唐
判
官
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
慶
弔
使
や
朝
貢
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
と

み
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
ま
た
、
中
国
皇
帝
の
死
去
・
即
位
に
際
し
て
、

野
麻
呂
の
遣
麿
使
が
帰
国
し
た
直
後
に
改
め
て
遣
使
し
て
い
る
の
は
、
慶
弔
使
以
外
の
理
由
を
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

正
六
位
上
程
度
の
判
官
ク
ラ
ス
で
遣
唐
使
と
な
っ
た
の
は
迎
使
や
送
使
の
場
合
で
あ
る
。
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
正
月
丁
酉
、
正

六
位
上
高
元
度
に
従
五
位
下
を
授
け
、
迎
入
唐
大
使
使
と
し
た
。
高
元
度
は
来
朝
し
た
渤
海
使
揚
承
慶
ら
を
送
還
し
、
渤
海
よ
り
唐
に
入

っ
て
、
藤
原
清
河
を
迎
え
る
た
め
、
総
勢
九
九
人
の
「
単
使
」
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
。
「
単
使
」
と
は
一
隻
の
船
で
出
発
す
る
使
者
を
意

味
し
よ
う
。
迎
藤
原
清
河
使
は
渤
海
か
ら
唐
に
向
か
お
う
と
す
る
が
、
安
史
の
乱
後
の
混
乱
を
恐
れ
て
、
頭
首
の
高
元
度
ら
一
―
名
の
み

る
の
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

進
発
し
、

四

―
一
月
一
五
日
に
は
長
安
に
到
着
し
て
い
た
。
こ
の
間
四
ヵ
月
余
り
で
あ
る
。
元
和
元
年
の
正
月
下
旬
に
長
安
に
着
く
た
め
に

は
、
前
年
の
延
暦
二
四
年
九
月
中
旬
ま
で
に
肥
前
を
出
発
す
れ
ば
よ
い
。
九
月
な
ら
出
航
準
備
に
要
す
る
時
間
も
確
保
で
き
る
。
大
宰
大

監
の
高
階
遠
成
が
起
用
さ
れ
た
の
は
、
大
宰
府
か
ら
そ
の
ま
ま
出
発
で
き
る
利
点
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
。
高
木
説
に
依
拠
し
た
上
で
、

高
階
遠
成
は
三
棟
今
嗣
の
第
三
船
に
代
わ
っ
て
、
延
暦
二
四
年
九
月
中
旬
頃
に
肥
前
を
進
発
し
た
と
考
え
た
い
。

高
階
遠
成
の
乗
っ
た
船
は
遣
唐
第
四
船
で
あ
る
と
み
る
の
が
有
力
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
確
定
的
な
こ
と
を
い
い
に
く
い
。
第

三
船
は
破
損
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
第
三
船
に
代
わ
る
船
は
第
四
船
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
、
六
月
に
帰
国
し
た
第
一
船
や

第
二
船
を
修
理
し
て
利
用
し
た
可
能
性
は
皆
無
で
は
な
い
。
遠
成
の
乗
船
を
第
四
船
と
明
記
す
る
史
料
が
な
い
以
上
、
第
四
船
と
断
定
す

日
本
は
常
に
使
者
を
派
遣
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
藤
原
葛



①
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
九
九
、
請
求

が
唐
に
向
か
い
、
判
官
内
蔵
全
成
ら
は
渤
海
使
高
南
申
と
と
も
に
日
本
へ
帰
っ
た
。
裔
元
度
が
唐
の
送
使
沈
惟
岳
と
と
も
に
天
平
宝
字
四

年
八
月
に
帰
国
し
、
唐
帝
よ
り
兵
器
用
の
牛
角
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
を
報
告
す
る
と
、
翌
五
年
一

0
月
癸
酉
、
仲
石
伴
を
大
使
と
す
る
遣

唐
使
が
任
命
さ
れ
た
。
し
か
し
、
天
乎
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
四
月
に
遣
唐
使
船
が
難
波
江
口
で
破
損
し
た
た
め
、
使
人
を
樽
節
し
て
両

船
に
限
定
し
、
判
官
正
六
位
上
中
臣
鷹
主
に
従
五
位
下
を
授
け
て
送
唐
人
使
に
任
じ
、
正
六
位
上
高
麗
広
山
を
副
と
し
た
。
こ
の
送
使
は

―
二
月
に
は
従
五
位
下
布
勢
清
直
を
送
唐
客
使
と
し
、
正
六
位
上
甘
南
備
清
野
と
従
六

位
下
丹
治
比
浜
成
を
判
官
と
し
た
。
彼
ら
は
翌
年
五
月
に
出
発
し
て
唐
使
孫
興
進
ら
を
送
り
届
け
、
六
月
に
は
帰
国
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
迎
使
や
送
使
の
場
合
、
正
六
位
上
の
官
人
に
従
五
位
下
を
授
け
、
判
官
と
し
て
一
船
ま
た
は
二
船
を
率
い
て
進
発
さ
せ
た
。

こ
れ
は
正
六
位
上
・
判
官
と
し
て
入
唐
し
た
高
階
遠
成
の
場
合
と
類
似
す
る
。
遠
成
は
入
唐
に
あ
た
っ
て
正
五
位
上
を
仮
授
さ
れ
た
。
そ

の
意
味
で
は
、
遠
成
を
送
冑
客
使
と
み
る
飯
島
太
千
雄
説
は
一
考
の
価
値
が
あ
る
が
、
延
暦
遣
唐
使
の
帰
国
時
に
唐
使
が
従
っ
た
の
で
あ

れ
ば
、
藤
原
葛
野
麻
呂
の
報
告
中
に
明
記
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
遠
成
が
唐
客
を
送
還
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
元
和
元
年
正
月
二
八

日
の
官
位
授
与
時
に
言
及
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
高
階
遠
成
を
送
唐
客
使
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
送
使

で
な
い
と
す
る
と
、
迎
使
で
あ
っ
た
と
み
る
他
は
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
次
の
史
料
で
あ
る
。

〔
逸
勢
〕

徳
宗
貞
元
二
十
年
、
日
本
国
留
住
学
生
橘
免
執
、
学
同
僧
空
海
至
、
元
和
元
年
正
月
、
司
本
国
使
判
官
高
階
真
入
遠
成
奏
、
前
件
学

士
等
、
芸
業
梢
成
、
願
レ
帰
二
本
国
、
使
請
卑
ハ
レ
臣
同
共
婦
国
、
従
レ
之
、

②
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
九
上
、
東
夷
伝
、
日
本

貞
元
一
一
十
年
、
遣
レ
使
来
朝
、
留
学
生
橘
逸
勢
、
学
間
僧
空
海
、
、
元
和
元
年
、

業
梢
成
、
願
レ
帰
本
国
一
、
便
請
印
ハ
レ
臣
同
帰
一
、
従
レ
之
、

結
局
渡
海
し
な
か
っ
た
。
宝
亀
九
年
（
七
七
九
）

闘
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
七
巻
第
四
号

日
本
国
使
判
官
高
階
真
人
上
言
、
前
件
学
生
、
芸

四
四



の
請
求
と
は

迎
空
海
使
と
し
て
の
遣
唐
判
官
高
階
遠
成
（
西
本
）

貞
元
二

0
年
（
八

0
四）

に
留
学
生
橘
逸
勢
と
学
問
僧
空
海
が
来
朝
し
た
が
、
元
和
元
年
正
月
に
日
本
国
使
判
官
高
階
遠
成
が
両
名
の

芸
業
に
成
果
が
あ
り
、
帰
国
を
願
っ
て
い
る
の
で
、
臣
と
と
も
に
帰
国
さ
せ
た
い
と
奏
上
し
て
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
を
虚
心
に
読

め
ば
、
高
階
遠
成
は
橘
逸
勢
と
空
海
を
迎
え
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
性
霊
集
』
巻
五
に
空
海
の
「
輿
ご
本

国
使
韮
叩
共
帰
飯
E

」
と
橘
逸
勢
（
空
海
代
作
）
の
工
戸
橘
学
生
印
〈
二
本
国
使
一
啓
」
が
収
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
守
山
箕
聖
氏
の
指

摘
以
来
、
空
海
と
逸
勢
が
遠
成
に
帰
国
を
請
う
た
た
め
、
遠
成
が
唐
帝
に
帰
国
を
要
請
し
た
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
二
つ
の
啓
は
本
人
が

帰
国
を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
、
形
式
的
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

高
階
遠
成
の
入
唐
が
『
冊
府
元
亀
』
の
請
求
条
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
日
本
か
ら
の
通
常
の
朝
貢
は
『
冊
府
元
亀
』

の
朝
貢
条
に
記
さ
れ
て
お
り
、
藤
原
葛
野
麻
呂
の
入
唐
も
朝
貢
条
に
、

（
貞
元
）
二
十
年
十
一
月
、
渤
海
•
新
羅
遣
レ
使
来
朝
、

十
二
月
、
南
詔
蛮
•
弥
臣
国
・
日
本
・
吐
蕃
並
遣
レ
使
来
朝
貢
、

と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
書
の
朝
貢
条
は
こ
れ
に
続
け
て
、

順
宗
即
位
初
、
吐
蕃
使
論
悉
諾
等
来
朝
献
二
方
物
＼

憲
宗
以
永
貞
元
年
即
位
、
十
一
月
、
南
蛮
及
昆
明
・
膵
阿
並
遣
レ
使
来
朝
、

元
和
元
年
閏
六
月
、
吐
蕃
、
八
月
、
新
羅
•
南
詔
蛮
、
（
中
略
）
各
遣
レ
使
朝
貢
、

四
五

と
書
い
て
お
り
、
順
宗
や
憲
宗
の
即
位
後
に
日
本
か
ら
の
朝
貢
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
高
階
遠
成
を
順
宗
へ
の
礼

謁
使
と
み
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
高
階
遠
成
は
朝
貢
使
で
は
な
く
、
膚
朝
に
特
別
の
請
求
を
行
う
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ

『
冊
府
元
亀
』
な
ど
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
空
海
と
橘
逸
勢
の
帰
国
を
申
請
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。



開
酉
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
七
巻
第
四
号

前
述
し
た
よ
う
に
、
高
階
遠
成
の
日
本
出
発
が
延
暦
二
四
年
九
月
中
旬
頃
で
あ
る
と
す
る
と
、
看
過
で
ぎ
な
い
の
が
延
暦
二
四
年
太
政

官
符
の
存
在
で
あ
る
。

〔太〕□
政
官
符
治
部
省

〔留〕□
学
僧
空
海

〔
唐
〕
[
省
〕

右
、
去
延
暦
廿
二
年
四
月
七
日
出
家
入
口
、
ロ

〔

宜

〕

〔

依

〕

□
承
知
、
口
例
度
之
、
符
到
奉
行
、

〔

従

〕

朝

臣

（

マ

マ

）

□
五
位
下
守
左
少
弁
藤
原
貞
副

こ
の
官
符
は
中
村
直
勝
蒐
集
古
文
書
の
―
つ
で
、
現
在
は
大
和
文
華
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
。
平
安
時
代
後
期
に
書
写
さ
れ
た
案
文
と

(12) 

み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
官
符
の
模
本
が
野
里
梅
園
『
梅
園
奇
賞
』
二
集
（
文
政
―
一
年
刊
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
模

本
に
は
「
太
政
官
印
」
が
五
顆
描
か
れ
て
お
り
、
冒
頭
余
白
に
「
石
山
寺
什
太
政
官
符
」
と
の
袖
書
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
『
高
野
大
師
御
広
伝
」
や
『
弘
法
大
師
行
化
記
』
が
引
用
す
る
大
同
一
二
年
太
政
官
符
に
は
、

（
太
政
官
符
）

左
大
史
正
六
位
上
武
生
宿
祢
真
象

延
暦
二
四
年
太
政
官
符
と
高
階
遠
成

俗
名
讃
岐
国
多
度
郡
方
田
郷
戸
主
正
六
位

上
佐
伯
直
道
長
戸
D
同
姓
真
魚

延
暦
廿
四
年
九
月
十
一
日

応
レ
免
二
課
役
一
度
者
一
人
、

年
舟
五
、
讃
岐
国
多
度
郡
方
田
郷
一
戸
主
正
六
位

留
学
僧
空
海
、
上
佐
伯
直
道
長
戸
D
、
同
性
真
魚
、

右
、
得
語
部
省
解
加
旧
、
被
二
太
政
官
去
延
暦
廿
四
年
九
月
十
一
日
符
犀
旧
、
去
廿
三
年
四
月
（
七
日
）
出
家
入
唐
、
宜
レ
依
二
得
度
一

四
六



迎
空
海
使
と
し
て
の
遣
開
判
官
高
階
遠
成
（
西
本
）

最
近
、
空
海
の
得
度
・
授
戒
年
次
を
再
検
討
し
た
櫻
木
潤
氏
は
、
中
世
ま
で
の
空
海
伝
の
記
載
、
現
存
す
る
空
海
戒
牒
文
の
内
容
な
ど

み
て
、
論
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

之
者
、
初
今
年
夏
季
、
応
レ
免
―
―
課
役
一
申
送
者
、
省
宜
承
知
、
（
依
例
、
）
符
到
奉
行
、

（
大
同
三
年
六
月
十
九
日
）

と
あ
り
（
（

）
内
の
字
句
は
『
弘
法
大
師
行
化
記
」
に
の
み
み
え
る
も
の
）
、
廷
暦
二
四
年
九
月
―
一
日
官
符
の
一
部
が
「
去
廿
三
年
四

月
（
七
日
）
出
家
入
唐
、
宜
レ
依
―
―
得
度
一
之
」
と
引
か
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
末
期
の
弘
法
大
師
伝
中
に
同
様
の
字
旬
が
引
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
現
在
に
伝
わ
る
延
暦
二
四
年
官
符
が
実
在
し
た
文
書
の
写
し
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
伝
本
に
は

誤
写
が
多
く
、
『
弘
法
大
師
行
化
記
』
な
ど
に
伝
わ
る
「
去
廿
―
―
一
年
四
月
七
日
出
家
入
唐
」
、
「
依
二
得
度
一
之
」
と
い
う
記
事
の
方
が
正
し

い
字
句
を
伝
え
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

空
海
の
出
家
得
度
年
を
め
ぐ
る
議
論
の
際
に
は
、
こ
の
延
暦
二
四
年
官
符
に
記
さ
れ
る
「
去
延
暦
廿
三
年
（
ま
た
は
廿
二
年
）

事
が
重
要
視
さ
れ
、
空
海
は
入
唐
直
前
の
延
暦
二
三
年
（
ま
た
は
二
二
年
）

四
七

四
月
七

日
出
家
入
唐
」
と
い
う
一
文
、
お
よ
び
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
一
二
月
庚
午
条
の
空
海
卒
伝
に
み
ら
れ
る
「
年
州
一
得
度
」
と
い
う
記

(15) 

四
月
に
得
度
し
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

種
々
の
弘
法
大
師
伝
に
よ
る
と
、
空
海
の
生
年
は
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
と
さ
れ
る
か
ら
、
延
暦
二
三
年
（
八

0
四
）
に
得
度
し
た
の

な
ら
、
た
し
か
に
三
一
歳
の
時
の
こ
と
と
な
る
。
『
続
日
本
後
紀
』
空
海
卒
伝
は
宝
亀
四
年
（
七
七
三
）
生
年
説
に
立
つ
か
ら
、
こ
れ
に

従
え
ば
、
空
海
が
三
一
歳
に
な
る
の
は
延
暦
二
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
廷
暦
―
一
四
年
官
符
の
文
面
に
つ
い
て
、
「
（
延
暦
）
廿
三
年
出
家
入

唐
」
と
「
延
暦
廿
二
年
出
家
入
唐
」
の
両
様
の
記
載
が
あ
る
の
は
、
空
海
の
生
年
に
両
説
が
併
存
す
る
こ
と
に
遠
因
が
あ
り
、
い
ず
れ
に

し
て
も
空
海
は
三
一
歳
で
「
出
家
入
唐
」
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
空
海
の
生
年
は
種
々
の
弘
法
大
師
伝
に
よ

り
宝
亀
五
年
と
す
る
の
が
定
説
で
あ
る
か
ら
、
延
暦
二
四
年
官
符
の
本
来
の
記
述
は
「
延
暦
廿
三
年
四
月
七
日
出
家
入
唐
」
で
あ
っ
た
と



こ
の
最
澄
度
縁
と
延
暦
二
四
年
官
符
を
比
較
す
る
と
、
後
者
が
通
常
の
度
縁
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
最
澄
度
縁
の
冒
頭
に
は

「
沙
弥
最
澄
」
の
年
齢
•
本
貫
・
俗
名
・
身
体
的
特
徴
が
列
記
さ
れ
、
そ
の
あ
と
に
「
近
江
国
々
分
寺
僧
最
寂
死
関
之
替
」
と
い
う
理
由
で
、

「
応
碍
度
」
と
命
じ
る
宝
亀
―
一
年
一

0
月
五

H
太
政
官
符
が
引
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
延
暦
二
四
年
官
符
に
空
海
の
俗

名
•
本
貫
が
記
さ
れ
る
点
は
一
致
す
る
が
、
冒
頭
に
「
留
学
僧
空
海
」
と
あ
り
、
空
海
が
留
学
僧
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
作
成
さ
れ
て
い

大
国
師
伝
燈
法
師
位
行
表

（
以
下
略
）

闊
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
七
巻
第
四
号

に
も
と
づ
き
、
空
海
は
延
暦
―
二
年
（
七
九
三
）
に
二

0
歳
で
得
度
し
、
同
一
四
年
に
二
二
歳
で
受
戒
し
た
と
す
る
旧
説
の
成
り
立
つ
可

能
性
が
高
い
こ
と
を
論
証
し
た
。
さ
ら
に
、
櫻
木
氏
は
平
安
時
代
初
期
ま
で
の
得
度
・
授
戒
制
度
の
概
要
を
跡
づ
け
た
上
で
、
入
唐
中
の

空
海
が
身
分
証
明
書
（
公
験
）
発
給
の
際
に
必
要
と
な
っ
た
た
め
、
帰
国
し
た
遣
眉
大
使
藤
原
葛
野
麻
呂
の
計
ら
い
で
、
得
度
に
関
わ
る

延
暦
―
一
四
年
官
符
が
唐
へ
届
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
た
。

櫻
木
氏
の
一
連
の
研
究
は
空
海
の
得
度
年
次
に
関
す
る
近
年
の
通
説
を
覆
す
も
の
で
、
私
も
そ
の
結
論
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
櫻

木
氏
の
指
摘
を
敷
桁
し
な
が
ら
、
延
暦
二
四
年
官
符
の
機
能
に
つ
い
て
、
以
下
に
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

延
暦
二
年
正
月
の
最
澄
度
縁
（
来
迎
院
文
書
）
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

＼
ヽ
近
江
国
滋
賀
郡
古
市
郷
戸
主
正
八
位
下
三
津
首
浄
足

沙
弥
最
澄
、
年
十
｝
戸
□
同
姓
広
野
、
黒
子
、
頸
左
一
、
左
肘
折
L
-

右
、
被
沿
部
省
宝
亀
十
一
年
十
月
十
日
符
―
侶
、
被
二
大
政
官
同
月
五
日
符
犀
g

、
近
江
国
々
分
寺
僧
最
寂
死
闊
之
替
、
応
二
得
度
一
者
、

十
一
月
十
二
日
、
国
分
金
光
明
寺
得
度
、

延
暦
二
年
正
月
廿
日

師
主
左
京
大
安
寺
伝
燈
法
師
位
行
表

四
八



る
点
が
大
き
く
異
な
る
。
ま
た
、
得
度
の
理
由
を
記
述
す
る
と
こ
ろ
に
も
「
延
暦
廿
三
年
四
月
七
日
出
家
入
唐
」
と
あ
り
、
す
で
に
空
海

が
出
家
し
か
つ
入
唐
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
不
可
解
な
の
が
、
度
縁
お
よ
び
得
度
を
許
可
す
る
官
符
な
ら
ば
、

「
応
得
度
こ
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
、
「
依
二
得
度
一
之
」
と
記
述
す
る
点
で
あ
る
。
延
暦
二
四
年
官
符
は
空
海
の
度
緑
で
も
度
縁
発
給

を
求
め
る
太
政
官
符
で
も
な
く
、
留
学
僧
空
海
が
延
暦
二
三
年
四
月
七
日
に
出
家
者
と
し
て
入
唐
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
文
書
と
み
る
他

こ
の
よ
う
に
特
異
な
文
書
の
存
在
は
、
す
で
に
諸
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
円
珍
が
入
唐
時
に
所
持
し
た
文
書
と
の
関

(18) 

わ
り
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
円
珍
が
入
唐
に
際
し
て
携
帯
し
て
い
っ
た
文
書
に
、
R
嘉
祥
三
年
（
八
五

0
)
三
月
二
日
治
部
省
牒

(19) 

と
⑤
嘉
祥
二
年
六
月
二
二
日
僧
円
珍
僧
位
記
（
中
務
位
記
）
が
あ
る
。

R
治
部
省

嘉
祥
三
年
三
月
二
日

延
暦
寺
天
台
宗
伝
燈
大
法
師
円
珍
、
巳
□
い

右
補
二
充
内
供
奉
持
念
禅
師
、

牒
、
得
玄
蕃
寮
鯛
称
、
僧
正
泰
景
等
連
状
称
、
前
件
大
法
師
、
精
二
通
戒
律
一
、
持
―
―
念
真
言
二
苦
節
年
深
、
勤
行
匪
レ
僻
、
伏
請

准
レ
勅
、
挙
二
充
内
供
奉
持
念
禅
師
一
者
、
（
中
略
）
故
牒
、

少
録
従
七
位
下
江
「
大
紡
」

⑮
延
暦
寺
天
台
宗
伝
燈
法
師
位
円
珍

迎
空
海
使
と
し
て
の
遣
肩
判
官
高
階
遠
成
（
西
本
）

牒

右
可
二
伝
燈
大
法
師
位
二

は
な
い
も
の
で
あ
る
。

少
輔
従
五
位
下
藤
「
関
雄
」

少
丞
正
六
位
上
田
「
秀
道
」

四
九



闘
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
七
巻
第
四
号

勅
、
棲
レ
山
一
紀
、
渉
二
猟
三
蔵
へ
業
履
精
勤
、
道
心
沖
選
、
宜
↑
加
二
袋
進
一
、
式
光
中
禅
門
八
可
下
依
二
前
件
一
、
主
者
施
行
八

嘉
祥
二
年
六
月
廿
二
日

〔
宣
力
〕

中
務
卿
四
品
兼
行
常
陸
国
太
守
臣
時
康
親
王

D

従
五
位
上
中
務
大
輔
臣
並
山
王
奉

従
五
位
下
守
中
務
少
輔
臣
橘
客
範
行

④
は
伝
燈
大
法
師
円
珍
を
内
供
奉
持
念
禅
師
に
補
し
た
こ
と
を
示
す
文
書
で
あ
る
が
、
実
際
に
円
珍
が
伝
燈
大
法
師
に
補
任
さ
れ
た
の

は
嘉
祥
三
年
六
月
一
六
日
の
こ
と
で
あ
り
、
末
尾
に
署
名
を
加
え
て
い
る
藤
（
原
）
関
雄
が
治
部
少
輔
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
嘉
祥
四
年
ニ

月
八
日
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
R
嘉
祥
三
年
三
月
二
日
治
部
省
牒
は
実
際
に
は
嘉
祥
四
年
二
月
八
日
以
降
に
作
成
さ
れ
た
文
書

で
あ
る
。
⑥
は
円
珍
を
伝
燈
大
法
師
位
に
叙
す
る
文
書
で
あ
る
が
、
円
珍
が
同
位
を
授
け
ら
れ
る
の
は
前
述
の
よ
う
に
嘉
祥
三
年
六
月
一

六
日
の
こ
と
で
あ
り
、
署
判
を
加
え
る
時
康
親
王
が
中
務
卿
と
な
る
の
は
嘉
祥
三
年
五
月
一
七
日
の
こ
と
で
あ
る
。
⑥
嘉
祥
―
一
年
六
月
一
―

―
一
日
僧
円
珍
僧
位
記
（
中
務
位
記
）
も
実
際
は
嘉
祥
三
年
六
月
一
六
日
以
降
に
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
④
R
の
文
書
は

(20) 

事
実
と
は
異
な
る
年
紀
を
も
っ
た
特
異
な
文
書
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

円
珍
自
身
が
R
治
部
省
牒
に
添
書
を
加
え
て
、

[
国
]

我
□
任
―
―
十
禅
師
一
時
、
只
有
官
省
施
行
符
一
、
元
来
不
レ
給
牒
身
之
験
一
、
初
円
珍
入
眉
之
日
、
奏
韮
盟
声
給
牒
＼
右
大
臣
藤
閤

下
、
尽
レ
カ
労
給
之
一
、
大
唐
高
官
、
無
入
不
一
レ
愛
、
皆
抄
取
之
一
、
温
州
刺
史
・
越
州
副
使
、
並
写
取
此
公
験
及
中
務
位
記
＼

覧
者
知
レ
元
、
円
珍
記
、

と
い
う
よ
う
に
、
内
供
奉
十
禅
師
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
公
験
は
本
人
に
は
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
円
珍
は
証
明
書
と
し
て
唐

に
持
参
す
る
た
め
特
別
に
申
請
し
、
お
そ
ら
く
入
唐
す
る
嘉
祥
四
年
四
月
の
直
前
に
、
右
大
臣
藤
原
良
房
の
尽
力
で
異
例
の
治
部
省
牒
な

五
〇



迎
空
海
使
と
し
て
の
遣
唐
判
官
高
階
遠
成
（
西
本
）

五

ど
が
発
給
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
実
際
の
嘉
祥
三
年
六
月
一
六
日
僧
円
珍
僧
位
記
（
『
平
安
遺
文
』
巻
九
、
四
四
六
0
号
）
で
は
「
今
授
二

伝
燈
大
法
師
位
―
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
R
で
は
「
右
可
二
伝
燈
大
法
師
位
―
」
と
記
す
な
ど
、
本
来
の
位
記
式
を
や
や
変
形
さ
せ
た

式
と
な
っ
て
い
る
の
も
、
延
暦
二
四
年
官
符
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
円
珍
が
入
唐
に
際
し
て
所
持
し
た
文
書
の
存
在
は
、
延
暦
二
四
年
官
符
の
機
能
を
考
え
る
際
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
。

延
暦
二
四
年
官
符
を
空
海
の
度
縁
で
あ
る
と
か
、
度
縁
の
発
給
を
求
め
る
官
符
で
あ
る
な
ど
と
み
る
の
は
疑
問
で
、
こ
れ
は
空
海
が
唐
で

用
い
る
た
め
に
発
給
さ
れ
た
異
例
の
文
書
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
遣
唐
判
官
高
階
遠
成
が
日
本
を
出
発
し
て
唐
に
向
か
っ
た
の
が
延
暦
二
四
年
九
月
中
旬

頃
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
延
暦
二
四
年
官
符
の
九
月
―
―
日
と
い
う
日
付
は
、
こ
の
高
階
遠
成
の
出
発
年
月
と
き
わ
め
て
近
接
す

る
。
高
階
遠
成
が
空
海
を
迎
え
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
と
す
る
と
、
彼
は
こ
の
延
暦
二
四
年
官
符
を
持
参
し
て
入
唐
し
た
と
み
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
櫻
木
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
官
符
作
成
の
背
景
に
六
月
に
帰
国
し
た
遣
唐
大
使
藤
原
葛
野
麻
呂
の
配
慮
が
あ
っ
た
こ
と

も
想
定
し
う
る
。

円
珍
は
入
唐
し
て
最
初
に
正
式
の
公
験
を
台
州
府
で
受
け
る
が
、
そ
の
公
験
に
は
「
日
本
国
内
供
奉
賜
紫
衣
僧
円
珍
」
、
「
今
年
七
月
十

七
日
離
二
本
国
＼
至
二
今
年
九
月
十
四
日
一
、
到
二
福
州
―
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。
唐
の
州
術
が
発
給
す
る
公
験
に
は
、
入
唐
僧
の
身

分
や
本
国
出
発
日
な
ど
が
書
か
れ
て
い
た
点
が
注
意
さ
れ
る
。
櫻
木
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
以
前
の
制
度
に
基

づ
き
、
受
戒
を
終
え
た
空
海
の
度
縁
は
破
棄
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
入
暦
中
の
空
海
は
身
分
や
本
貰
を
証
明
す
る
文
書
を
所
持

し
て
い
な
か
っ
た
可
能
背
が
高
い
。
空
海
は
す
で
に
長
安
に
入
っ
て
修
行
中
で
あ
る
と
は
い
え
、
遣
唐
使
葛
野
麻
呂
の
一
行
は
帰
国
し
た

あ
と
で
あ
る
か
ら
、
空
海
の
帰
国
を
万
全
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
証
明
書
が
必
要
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
空

海
が
得
度
し
た
留
学
僧
で
あ
り
、
延
暦
二
三
年
四
月
七
日
に
出
家
者
と
し
て
入
唐
し
た
こ
と
を
明
記
し
た
官
符
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。



の
『
請
来
目
録
』
に
は
、

延
暦
二
四
年
官
符
は
空
海
の
掃
国
申
請
が
支
障
な
く
進
む
よ
う
に
作
成
さ
れ
た
異
例
の
文
書
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
太
政
官
符
は
延
暦
二
四
年
九
月
―
―
日
付
け
で
作
成
さ
れ
、
駅
使
に
よ
っ
て
肥
前
国
松
浦
郡
付
近
で
渡
唐
の
準
備
を
す
ま
せ
た
高

階
遠
成
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
延
暦
二
四
年
官
符
は
こ
う
し
て
遣
唐
判
官
高
階
遠
成
の
手
に
よ
っ
て
、
唐
の
長
安
に
い
た

空
海
の
も
と
に
運
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
迎
空
海
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
高
階
遠
成
は
、
元
和
元
年
正
月
下
旬
頃
に
長
安
に

(22) 

入
り
、
唐
の
朝
廷
に
空
海
と
橘
逸
勢
の
帰
国
を
請
願
し
た
。
こ
れ
が
認
め
ら
れ
、
空
海
ら
が
長
安
を
離
れ
る
の
は
二
月
初
頭
の
こ
と
で
、

(23) 

三
月
に
は
越
州
に
入
り
、
八
月
に
は
日
本
に
向
け
て
出
航
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
在
唐
わ
ず
か
二
年
足
ら
ず
で
空
海
が
呼
び
戻
さ
れ
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
延
暦
二
四
年
（
永
貞
元
年
・
八
〇

五
）
二
月
以
降
の
空
海
の
動
き
を
、
帰
途
に
つ
く
遣
唐
使
の
動
き
お
よ
び
本
国
の
情
勢
と
対
比
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
の
年
の

元
日
朝
賀
に
参
列
し
、
徳
宗
が
崩
御
す
る
と
、
素
服
を
著
し
て
喪
に
服
し
た
藤
原
葛
野
麻
呂
ら
の
日
本
使
人
は
、
順
宗
即
位
後
の
二
月
一

0
日
に
答
信
物
と
告
身
を
賜
り
、
「
帰
郷
す
べ
し
」
と
の
勅
を
受
け
て
、
翌
―
―
日
に
長
安
を
あ
と
に
し
た
（
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
四
年

乙
巳
条
、
『
請
来
目
録
』
）
。
彼
ら
は
五
月
一
八
日
に
明
州
鄭
県
よ
り
出
航
し
、
六
月
五
日
に
対
馬
島
下
県
郡
に
到
着
し
た
。

一
方
、
空
海
は
葛
野
麻
呂
ら
の
遣
唐
使
が
長
安
城
を
出
立
し
た
二
月
―
一
日
に
、
西
明
寺
の
な
か
の
永
忠
の
故
院
に
留
住
し
た
。
空
海

（
延
暦
）
廿
四
年
仲
春
十
一
日
、
大
使
等
旋
二
靭
本
朝
一
、
唯
空
海
子
然
、
准
レ
勅
、
留
二
住
西
明
寺
永
忠
和
尚
故
院
二

と
あ
り
、
空
海
は
桓
武
の
勅
に
よ
り
、
か
つ
て
永
忠
が
住
ん
だ
西
明
寺
内
の
一
院
に
入
っ
た
と
い
う
。
空
海
の
入
唐
留
学
の
背
景
に
桓
武

の
強
い
意
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
空
海
は
城
中
の
諸
寺
を
周
遊
し
て
明
徳
を
探
し
求
め
た
と
こ
ろ
、

闊
西
大
學

桓
武
天
皇
の
病
状
と
密
教
受
法
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こ
し
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五

灌
頂
阿
闇
梨
恵
果
和
尚
に
巡
り
会
い
、
恵
果
を
師
主
と
定
め
た
。
こ
う
し
て
恵
果
か
ら
真
言
密
教
を
学
ん
だ
空
海
は
、
六
月
上
旬
に
は
学

法
灌
頂
壇
に
入
り
、
七
月
上
旬
に
は
金
剛
界
大
曼
荼
羅
に
臨
み
、
五
部
灌
頂
を
受
法
し
た
。
さ
ら
に
八
月
上
旬
に
伝
法
阿
闇
梨
位
の
灌
頂

を
受
け
た
空
海
は
、
恵
呆
よ
り
本
郷
へ
帰
り
、
海
内
に
流
伝
せ
ん
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。
青
龍
寺
に
お
い
て
修
行
を
は
じ
め
て
か
ら
半
年

ほ
ど
で
、
空
海
の
前
に
は
帰
国
お
よ
び
本
国
で
の
布
教
の
可
能
性
が
現
実
味
を
帯
び
て
迫
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

空
海
が
伝
法
灌
頂
を
受
法
し
て
い
た
頃
、
日
本
で
は
桓
武
天
皇
の
病
状
が
進
ん
で
い
た
。
前
年
の
―
二
月
丙
寅
（
二
五
日
）
に
「
聖
体

不
予
」
の
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
以
来
、
桓
武
は
病
床
に
就
い
た
よ
う
で
、
延
暦
二
四
年
の
元
日
朝
賀
も
「
聖
体
不
予
」
の
た
め
廃
朝
と
さ

れ
た
。
表
1
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
後
も
桓
武
の
病
気
を
思
わ
せ
る
記
事
が
続
き
、
淡
路
に
寺
を
建
て
る
な
ど
崇
道
天
皇
の
怨
霊
を

慰
め
る
措
置
が
相
次
い
で
と
ら
れ
て
い
る
。
二
月
に
は
「
聖
体
不
予
」
の
た
め
、
石
上
社
の
兵
使
を
本
社
に
返
納
し
、
諸
国
国
分
寺
で
薬

師
悔
過
を
行
わ
せ
た
。
正
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
は
、
宿
侍
の
僧
侶
・
官
人
や
侍
医
に
対
す
る
賜
物
の
記
事
が
散
見
す
る
。
四
月
乙
已
（
六

日
）
に
は
天
皇
は
皇
太
子
以
下
、
参
議
以
上
を
召
し
て
、
後
事
を
託
し
て
い
る
。
五
月
已
卯
（
―
-
日
）
に
は
桓
武
の
平
善
を
祈
願
し
て
、

紀
伊
国
伊
都
郡
に
三
重
塔
を
建
立
さ
せ
て
い
る
。
翌
大
同
元
年
（
八
0
六）

迎
空
海
使
と
し
て
の
遣
唐
判
官
高
階
遠
成
（
西
本
）

の
元
日
朝
賀
も
「
聖
窮
不
予
」
の
た
め
廃
朝
と
さ
れ
、
こ
の

年
三
月
一
七
日
に
桓
武
は
崩
御
し
た
。
延
暦
二
三
年
の
年
末
以
降
、
桓
武
の
病
状
は
次
第
に
進
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
延
暦
二
四
年
六
月
に
遣
唐
使
の
一
行
が
帰
国
す
る
。
帰
国
直
前
に
越
州
府
の
峰
山
道
場
に
お
い
て
順
暁
か

ら
密
教
の
灌
頂
を
伝
授
さ
れ
た
最
澄
が
帰
国
す
る
と
、
桓
武
は
最
澄
に
た
び
た
び
修
法
を
行
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
『
日
本
後
紀
』
延

暦
二
四
年
八
月
乙
已
（
九
日
）
条
に
は
、
「
是
日
、
請
入
唐
求
法
僧
最
澄
於
殿
上
一
、
悔
過
読
経
、
最
澄
献
二
唐
国
仏
像
―
」
、
同
年
九
月

壬
午
(
-
七
日
）
条
に
は
、
「
令
下
二
僧
最
澄
瓜
少
一
殿
上
石
ギ
昆
慮
舎
那
法
こ
と
あ
り
、
最
澄
を
殿
上
に
招
い
て
、
悔
過
読
経
や
毘
虜
舎

那
法
を
行
わ
せ
て
い
る
。
毘
慮
舎
那
法
と
は
、
次
に
掲
げ
る
円
澄
卒
伝
か
ら
み
て
、
密
教
に
よ
る
灌
頂
儀
礼
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
続
日
本
後
紀
』
天
長
一

0
年
一

0
月
壬
寅
条
の
円
澄
卒
伝
に
は
、



正
月
28
日

2
月
1
0
日

2
月
19
日

3
月
2
日

3
月
27
日

3
月
30
日

4
月
3
日

4
月
5
日

4
月
6
日

4
月
10
日

4
月
11
日

5
月
1
日

5
月
11
日

8
月
9
日

9
月
17
日

9
月
25
日

9
月
28
日

12
月
14
日

延
暦

24
年
正
月
1
日

正
月
14
日

年

月

日

延
暦
23
年

12
月
25
日

（
出
典
は
い
ず
れ
も
『
日
本
後
紀
』
）

記

事

聖
体
不
予
。
平
城
七
大
寺
に
綿
を
費
ら
し
誦
経
せ
し
む
。
ま
た
旧
都
の
飢
乏
道
俗
に
賑
憧
を
行
う
。
崇
道
天
皇
の
た
め
淡
路
国

に
寺
を
建
て
る
。

聖
体
不
予
の
た
め
廃
朝
。

平
明
に
皇
太
子
を
召
す
。
林
下
に
召
し
勅
語
。
参
議
を
任
命
。
大
法
師
勝
虞
に
請
い
鷹
犬
を
放
却
。
宮
中
春
宮
坊
等
で
大
般

若
経
を
読
む
。
小
倉
を
霊
安
寺
に
造
り
、
稲
綿
を
収
め
る
。
神
霊
の
怨
魂
を
慰
め
る
た
め
。

御
薬
に
供
奉
し
昼
夜
怠
ら
ざ
る
吉
水
神
徳
ら
に
叙
位
。

御
体
不
常
の
た
め
、
石
上
神
宮
の
兵
使
を
本
社
に
返
し
収
め
し
む
。

聖
犯
未
平
の
た
め
、
諸
国
国
分
寺
で
薬
師
悔
過
を
行
わ
し
む
。

宿
侍
の
僧
と
五
位
以
上
に
被
衣
を
施
し
賜
う
。

殿
上
に
お
い
て
灌
頂
法
を
行
う
。

五
百
枝
王
ら
藤
原
種
継
事
件
の
連
座
者
の
罪
を
免
し
、
入
京
を
許
す
。

侍
医
等
に
衣
•
絢
・
布
を
賜
う
。

崇
道
天
皇
の
た
め
諸
国
に
小
倉
を
建
て
て
正
税
四

0
束
を
収
め
、
国
忌
・
奉
幣
の
例
に
預
ら
し
む
。

皇
太
子
以
下
参
議
以
上
を
召
し
、
後
事
を
託
す
。

兵
使
殿
の
鍮
を
東
宮
に
賜
う
。

改
葬
崇
道
天
皇
司
を
任
命
。

侍
従
•
侍
医
等
に
衣
を
賜
う
。

聖
肪
平
善
を
祈
り
、
聴
福
を
紀
伊
国
伊
都
郡
に
遣
わ
し
、
三
重
塔
を
建
立
せ
し
む
。

入
唐
求
法
僧
最
澄
を
殿
上
に
請
い
て
悔
過
•
読
経
せ
し
む
。

僧
最
澄
を
し
て
殿
上
で
毘
慮
舎
那
法
を
行
わ
し
む
。

崇
道
天
皇
の
た
め
に
一
切
経
を
写
さ
し
む
。

前
殿
に
お
い
て
読
経
三
日
。

僧
と
宿
侍
五
位
以
上
に
大
抱
を
賜
う
。

表
1

桓
武
天
皇
不
予
関
係
記
事
（
延
歴

23
年
末
ー
同

24
年
末
）

開
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
七
巻
第
四
号

五
四



迎
空
海
使
と
し
て
の
遣
唐
判
官
高
階
遠
成
（
西
本
）

五
五

（
延
贋
一
四
年
）
六
月
、
大
唐
使
帰
朝
、
秋
八
月
宣
レ
勅
、
令
下
二
最
澄
師
属
訳
入
唐
所
レ
受
灌
頂
秘
法
上
、
是
大
法
師
修
円
・
勤
操
等

七
人
為
二
受
法
弟
子
二
於
―
―
清
瀧
峯
高
雄
寺
一
、
奉
―
―
為
桓
武
天
皇
一
、
修
二
毘
慮
遮
那
秘
法
一
、
法
師
亦
在
二
其
中
一
、
共
稟
二
灌
頂

三
摩
耶
戒
二
是
則
本
朝
灌
頂
始
興
之
日
也
、

と
あ
り
、
同
年
八
月
、
最
澄
が
唐
で
受
法
し
て
き
た
灌
頂
秘
法
を
修
す
る
よ
う
勅
命
が
下
っ
た
。
こ
う
し
て
最
澄
は
修
円
・
勤
操
ら
の
七

(24) 

人
と
円
澄
を
受
法
弟
子
と
し
て
、
九
月
一
日
に
高
雄
山
寺
に
お
い
て
桓
武
天
皇
の
た
め
に
毘
慮
舎
那
法
を
修
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
本

朝
に
お
け
る
灌
頂
始
興
の
日
で
あ
っ
た
と
い
う
。
同
じ
事
実
を
述
べ
る
『
叡
山
大
師
伝
』
は
、
桓
武
の
勅
を
奉
じ
た
和
気
弘
世
が
「
真
言

秘
教
等
、
未
レ
得
レ
伝
二
此
士
二
然
最
澄
闇
梨
、
幸
得
二
此
道
一
、
良
為
―
一
国
師
―
」
と
し
て
、
諸
寺
の
智
行
兼
備
者
に
対
し
て
灌
頂
三
摩
耶
（
戒
）

を
受
法
さ
せ
る
よ
う
命
じ
た
と
い
う
。

最
初
の
灌
頂
受
法
に
関
わ
る
同
年
八
月
二
七
日
の
内
侍
宣
（
『
顕
戒
論
縁
起
』
上
、
『
叡
山
大
師
伝
』
）
に
よ
る
と
、
「
朕
が
肪
を
守
護
す

る
」
石
川
・
樫
生
の
二
禅
師
（
勤
操
と
修
円
）
に
対
し
て
、
「
朕
が
朋
に
相
代
り
て
」
最
澄
か
ら
「
無
畏
の
胎
訓
」
（
密
教
）
を
受
法
す
る

こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
九
月
上
旬
に
は
、
同
じ
く
和
気
弘
世
が
勅
を
奉
じ
て
、
最
澄
に
命
じ
て
「
朕
の
為
に
」
重
ね
て
灌
頂
秘
法

を
修
行
す
る
こ
と
と
し
、
平
安
京
西
郊
（
『
伝
述
一
心
戒
文
』
下
で
は
「
野
寺
西
野
」
）
に
壇
場
を
創
建
し
、
修
円
・
勤
操
ら
に
灌
頂
を
受

法
さ
せ
た
。
九
月
一
六
日
に
は
灌
頂
を
受
法
し
た
諸
寺
の
大
徳
八
人
に
伝
法
の
公
験
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
遣
麿
使
が
帰
国
し
た
延
暦
二
四
年
六
月
以
降
、
桓
武
は
最
澄
に
た
び
た
び
密
教
の
灌
頂
を
行
わ
せ
、
桓
武
の
身
代
わ
り
の

修
円
・
勤
操
ら
諸
寺
の
大
徳
に
灌
頂
を
受
法
さ
せ
た
。
「
朕
が
射
に
相
代
り
て
」
と
あ
り
、
「
桓
武
天
皇
の
奉
為
に
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

(25) 

こ
の
こ
ろ
病
状
の
芳
し
く
な
か
っ
た
桓
武
の
た
め
に
、
そ
の
平
復
を
祈
る
意
味
も
込
め
て
灌
頂
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
最
澄

が
桓
武
の
た
め
に
真
言
の
修
法
を
行
っ
て
い
た
八
月
頃
、
空
海
は
ち
ょ
う
ど
恵
果
か
ら
伝
法
灌
頂
の
受
法
を
終
え
て
い
た
。
長
安
に
お
け

る
空
海
の
動
向
は
書
状
な
ど
に
よ
り
、
本
国
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。



お
わ
り
に

闊
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
五
十
七
巻
第
四
号

病
気
平
癒
の
た
め
に
密
教
の
灌
頂
を
重
視
す
る
桓
武
と
そ
の
朝
廷
が
、
本
格
的
な
真
言
密
教
を
学
び
伝
法
灌
頂
を
会
得
し
た
空
海
を
、

早
急
に
帰
国
さ
せ
た
い
と
考
え
た
と
し
て
も
不
思
議
は
あ
る
ま
い
。
空
海
の
修
学
状
況
を
把
握
し
て
い
た
遣
唐
大
使
藤
原
葛
野
麻
呂
が
六

月
に
帰
国
す
る
と
、
い
ち
早
く
空
海
の
召
還
を
上
申
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
七
月
四
日
に
肥
前
国
庇
良
嶋
を
出
帆
し
て

遭
難
し
た
第
三
船
の
判
官
三
棟
今
嗣
も
、
空
海
を
迎
え
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
使
者
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

延
暦
二
四
年
六
月
五
日
に
藤
原
葛
野
麻
呂
の
第
一
船
が
対
馬
に
帰
着
し
た
の
ち
、
七
月
四
日
に
三
棟
今
嗣
の
第
三
船
が
肥
前
を
出
航
し
、

九
月
中
旬
に
高
階
遠
成
が
出
航
す
る
な
ど
、
時
間
的
な
ゆ
と
り
の
な
い
な
か
で
相
次
い
で
遣
胄
使
が
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
派
遣
を
急
が
ね

ば
な
ら
な
い
理
由
が
存
在
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
延
暦
二
三
年
の
年
末
以
降
、
桓
武
の
病
状
が
刻
々
と
進
行
し
て
ゆ
き
、
翌
年
六
月
に
帰

国
し
た
最
澄
に
た
び
た
び
真
言
修
法
を
行
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
思
う
と
、
三
棟
今
嗣
や
高
階
遠
成
は
桓
武
の
病
状
と
の
関
係
で
、
空
海
を

早
急
に
帰
国
さ
せ
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
使
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
、
遣
唐
判
官
高
階
遠
成
は
三
棟
今
嗣
の
第
三
船
が
遭
難
し
た
の
ち
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
延
暦
二
四
年
（
八
0
五
）
九
月
中
旬
頃
に
肥
前

国
松
浦
郡
付
近
を
出
航
し
、
翌
大
同
元
年
（
唐
の
元
和
元
年
・
八
0
六
）
正
月
下
旬
頃
に
長
安
に
到
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
遠
成
は

肯
の
順
宗
あ
る
い
は
憲
宗
へ
の
朝
貢
礼
謁
使
で
は
な
く
、
空
海
と
橘
逸
勢
を
帰
国
さ
せ
る
た
め
の
迎
使
で
あ
っ
た
。

二
、
延
暦
二
四
年
九
月
―
一
日
太
政
官
符
は
空
海
の
度
縁
も
し
く
は
度
縁
発
給
を
申
請
す
る
官
符
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
書
式
は

最
澄
の
度
縁
な
ど
と
は
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
官
符
は
空
海
が
留
学
僧
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
延
暦
二
三
年
四
月
七
日
に
「
出
家
入

唐
」
（
出
家
者
と
し
て
入
唐
）
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
文
書
で
、
唐
に
滞
在
中
の
空
海
が
支
障
な
く
帰
国
で
き
る
よ
う
に
、
日
本
の
朝

＾ヽュノ



迎
空
海
使
と
し
て
の

（
西
本
）

宰
大
監
の
高
階
遠
成
を
急
遠
遣
唐
判
官
に
任
命
し
て
入
唐
さ
せ
た
。

最
澄
の
高
弟
光
定
が
著
し
た
『
伝
述
一
心
戒
文
』
中
に
は
、

延
暦
年
中
、
桓
武
皇
帝
、
詔
二
最
澄
•
空
海
両
師
二
天
台
•
真
言
両
宗
、

七

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
空
海
が
長
安
青
龍
寺
の
恵
果
に
師
事
し
て
密
教
を
学
び
、
伝
法
灌
頂
を
受
法
し
た
延
暦
二
四
年
八
月
頃
、
本
国
で
は
桓
武

状
が
進
み
、
六
月
に
帰
朝
し
た
最
澄
に
命
じ
て
密
教
の
灌
頂
修
法
が
行
わ
れ
て
い
た
。
灌
頂
受
法
に
よ
り
病
気
回
復
を
祈
る
桓
武
と
そ

の
朝
廷
は
、
空
海
の
早
期
帰
国
を
実
現
す
る
た
め
、
迎
空
海
使
と
し
て
遣
唐
判
官
の
三
棟
今
嗣
を
派
遣
し
、
今
嗣
が
遭
難
す
る
と
、
大

於
大
唐
一
、
求
―
―
於
西
隣
一
、
法
施
恩
秀
方
歳
＼

国
用
足
二
古
今
＼

(26) 

と
あ
り
、
桓
武
は
最
澄
と
空
海
に
そ
れ
ぞ
れ
天
台
と
真
言
の
両
宗
を
大
唐
•
西
隣
に
訪
ね
求
め
さ
せ
た
と
い
う
。
空
海
に
連
な
る

の
文
献
で
は
な
く
、
最
澄
の
天
台
宗
に
属
す
る
光
定
の
著
作
に
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。

空
海
は
渡
唐
直
前
に
慌
た
だ
し
く
得
度
し
た
の
で
も
な
く
、
遣
唐
使
の
欠
員
補
充
に
た
ま
た
ま
選
ば
れ
て
入
唐
し
た
の
で
も
な
い
。
大

学
で
修
学
し
た
の
ち
、
二

0
歳
で
得
度
、
ニ
ニ
歳
で
受
戒
し
、
三
一
歳
に
な
る
ま
で
学
識
と
経
験
を
積
ん
だ
官
僧
と
し
て
、
桓
武
か
ら
真

言
の
修
学
と
将
来
に
お
け
る
布
教
と
を
期
待
さ
れ
て
入
唐
し
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

従
来
の
研
究
で
は
延
暦
二
四
年
太
政
官
符
の
解
釈
と
、
お
そ
ら
く
同
官
符
の
誤
解
釈
に
も
と
づ
き
文
を
成
し
た
『
続
日
本
後
紀
』
空
海

卒
伝
と
に
依
拠
し
て
、
入
唐
以
前
の
空
海
の
経
歴
に
関
し
て
は
、
き
わ
め
て
消
極
的
な
見
方
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
考
え
方
は

根
本
的
に
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
遣
唐
判
官
高
階
遠
成
が
迎
空
海
使
の
役
割
を
も
っ
て
渡
海
し
た
背
景
に
は
、
空
海
が
真
言

求
法
の
留
学
僧
と
し
て
期
待
を
込
め
て
送
り
出
さ
れ
、
彼
の
帰
国
を
桓
武
の
朝
廷
が
待
ち
望
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
が
存
在
し
て
い
た
も

の
病

廷
が
作
成
し
た
異
例
の
文
書
で
あ
る
。
こ
の
官
符
は
作
成
直
後
に
出
航
し
た
高
階
遠
成
に
託
さ
れ
て
、
長
安
に
い
た
空
海
に
手
渡
さ
れ



の
と
考
え
ら
れ
る
。

闘
西
大
學

（
日
本
経
済
新
聞
社
、

0
0
 

第
五
十
七
巻
第
四
号

四
六
＼
二
四
七
頁
。

注
(
1
)

『
文
化
史
上
よ
り
見
た
る
弘
法
大
師
伝
』
一
九
七
三
年
復
刻
。
原
本
は
―
ニ
―
年
刊
行
）
ニ
―
¥
―
二
六
頁
。

(
2
)
中
村
孝
也
『
弘
法
大
師
伝
』
（
弘
法
大
師
千
百
年
御
遠
忌
記
念
会
、
一
九
三
四
年
）
六
八
＼
六
九
頁
、
渡
辺
照
宏
•
宮
坂
宥
勝
『
沙
門
空
海
』
（
筑
摩

書
房
、
一
九
九
一
―
一
年
。
初
版
は
一
九
六
七
年
）
一

0
二
¥
-
0
三
頁
、
宮
崎
忍
勝
「
空
海
の
入
唐
と
そ
の
前
後
」
（
『
空
海
入
唐
』
美
乃
美
、
一
九
八
四
年
）

1
0
四
頁
、
頼
富
本
宏
『
平
安
の
マ
ル
チ
文
化
人
空
海
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二

0
0
五
年
）
八
二
頁
。

(
3
)

木
宮
泰
彦
『
日
支
交
通
史
』
上
巻
（
金
刺
芳
流
堂
、
一
九
二
六
年
）

(
4
)

佐
伯
有
清
『
最
後
の
遣
唐
使
』
（
講
談
社
、
一
九
七
八
年
）
、
『
日
本
史
総
覧
』

I

（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
一
二
年
）
、
『
国
史
大
辞
典
』
第
五
巻
（
吉

川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）
、
茂
在
寅
男
「
遣
唐
使
概
観
」
（
『
遣
唐
使
研
究
と
史
料
]
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）
、
東
野
治
之
『
遣
唐
使
船
』
（
朝

日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
）
、
同
『
遣
唐
使
』
（
岩
波
書
店
、
二

0
0
七
年
）
。

(
5
)

大
庭
脩
「
遣
唐
使
の
告
身
と
位
記
」
（
『
古
代
中
世
に
お
け
る
日
中
関
係
史
の
研
究
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
六
年
。
初
出
は
一
九
六

0
年
）
。
備
前
有

隆
「
高
階
遠
成
の
船
は
藤
原
葛
野
麻
呂
の
第
四
船
」
上
下
（
『
高
野
山
時
報
』
二
五
五
八
・
ニ
五
五
九
、
一
九
九

0
年
）
は
大
庭
説
に
従
い
、
高
階
遠
成

の
船
は
第
四
船
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
佐
伯
有
清
『
若
き
日
の
最
澄
と
そ
の
時
代
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
二
三
三
頁
も
、
高
階
遠
成
を
船

頭
と
す
る
第
四
船
は
難
航
の
す
え
、
か
な
り
遅
れ
て
唐
に
着
岸
し
た
よ
う
で
あ
る
と
述
べ
る
。
た
だ
し
佐
伯
氏
は
、
遠
成
は
延
暦
二
四
年
の
末
年
頃
に

長
安
に
入
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

(
6
)

櫛
田
良
洪
「
帰
国
を
め
ぐ
る
問
題
」
（
『
空
海
の
研
究
』
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
八
一
年
）
二
四
七
＼
二
四
九
頁
。

(
7
)

高
木
誹
元

a
「
兜
率
の
山
・
高
野
へ
の
歩
み
」
（
『
高
野
山
そ
の
歴
史
と
文
化
』
宝
蔵
館
、
一
九
八
四
年
）
―
-
八
＼
―
-
九
頁
。
同
b

『
空
海

生
涯
と
そ
の
周
辺
』
九
四
＼
九
五
頁
。

(
8
)

武
内
孝
善
「
帰
国
の
船
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
弘
法
大
師
空
海
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二

0
0
六
年
。
初
出
は
一
九
九
六
年
）
。

(
9
)

上
田
雄
『
遣
唐
使
全
航
海
』
（
草
思
杜
、
二

0
0
六
年
）
も
、
遠
成
の
第
四
船
が
今
嗣
の
第
一
二
船
と
と
も
に
延
暦
二
四
年
七
月
に
渡
盾
し
た
と
す
る
説

を
採
用
し
て
い
る
。

(10)

飯
島
太
千
雄

八



迎
空
海
使
と
し
て
の
遣
唐
判
官
高
階
遠
成
（
西
本
）

五
九

(11)

大
庭
脩
注

(
5
)
論
文
。

(12)

中
村
直
勝
博
士
古
稀
記
念
会
編
『
中
村
直
勝
博
士
蒐
集
古
文
書
』
(
-
九
六
0
年）。

(13)

延
暦
二
四
年
官
符
の
書
誌
的
特
徴
に
つ
い
て
は
、
上
山
春
平
『
空
海
」
（
朝
日
新
聞
社
、

十
四
年
官
符
」
（
『
大
和
文
華
』
一

0
四
、
二

0
0
0
年
）
な
ど
を
参
照
。

(14)

延
暦
二
四
年
官
符
に
は
「
依
例
度
之
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
「
例
」
と
「
得
」
の
く
ず
し
字
は
似
て
い
る
の
で
、
本
来
は
「
弘
法
大
師
行
化
記
』
な

ど
に
み
え
る
よ
う
に
「
依
得
度
之
」
と
記
さ
れ
て
い
た
と
判
断
す
る
。

(15)

最
近
の
代
表
的
な
見
解
と
し
て
、
次
の
三
氏
の
も
の
を
例
示
す
る
。
高
木
誹
元
氏
は
目
前
に
迫
っ
た
遣
唐
使
の
欠
員
補
充
の
た
め
、
延
暦
二
三
年
正

月
に
得
度
し
、
四
月
に
受
戒
し
た
と
し
（
高
木
「
空
海
の
「
出
家
入
唐
」
」
『
空
海
思
想
の
書
誌
的
研
究
』
宝
蔵
館
、
一
九
九
0
年
、
同
注

(
7
)
b
著
書
）
、

牧
伸
行
氏
は
延
暦
―
―
―
一
年
四
月
に
得
度
し
た
が
、
度
縁
の
発
給
が
翌
々
年
ま
で
遅
れ
た
と
み
る
（
牧
「
入
唐
前
の
空
海
」
『
鷹
陵
史
学
』
二
五
、
一
九
九

九
年
）
。
武
内
孝
善
氏
は
官
僧
の
資
格
を
満
た
す
た
め
、
延
暦
ニ
―
一
年
四
月
に
慌
た
だ
し
く
得
度
し
た
と
述
べ
て
い
る
（
武
内
「
空
海
の
出
家
と
入
唐
」
『
弘

法
大
師
空
海
の
研
究
』
前
掲
）
。

(16)

櫻
木
潤
「
空
海
の
得
度
・
受
戒
年
次
を
め
ぐ
っ
て
ー
三
十
一
歳
説
の
再
検
討
ー
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
―
二
六
七
、
二

0
0
七
年
）
。

(17)

櫻
木
潤
「
平
安
時
代
初
期
の
得
度
・
受
戒
制
度
ー
空
海
の
「
出
家
入
唐
」
を
め
ぐ
る
二
種
の
太
政
官
符
を
中
心
に
ー
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二

0
八、、

=
 

1
0
0
八
年
）
。

(18)

牧
伸
行
注

(15)
論
文
一

0
七
頁
、
櫻
木
潤
注

(17)
論
文
四
二
頁
。

(19)

嘉
祥
三
年
三
月
二
日
治
部
省
牒
は
北
白
川
宮
家
旧
蔵
文
書
（
東
京
国
立
博
物
館
保
管
）
で
、
『
平
安
遺
文
』
巻
九
、
四
四
五
九
号
、
嘉
祥
二
年
六
月
二

二
日
僧
円
珍
僧
位
記
（
中
務
位
記
）
は
園
城
寺
所
蔵
文
書
で
、
『
平
安
遺
文
』
巻
九
、
四
四
五
七
号
。

(20)

嘉
祥
三
年
―
―
一
月
一
一
日
治
部
省
牒
と
嘉
祥
二
年
六
月
―
―
―
一
日
僧
円
珍
僧
位
記
（
中
務
位
記
）
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
小
山
田
和
夫
「
中
務
位
記
と
治
部

省
牒
」
（
『
智
証
大
師
円
珍
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
0
年
）
、
佐
伯
有
清
「
円
珍
伝
の
校
訂
と
注
解
」
（
『
智
証
大
師
伝
の
研
究
」
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
二
年
）
を
参
考
に
し
た
。

(21)

櫻
木
潤
注

(17)
論
文
四
―
-
＼
四
一
二
頁
。

(22)

武
内
孝
善
「
空
海
は
い
つ
長
安
を
出
立
し
た
か
」
（
『
高
野
山
大
学
論
叢
』
四
二
、
二

0
0
七
年
）
。

(23)

王
勇
「
唐
詩
に
詠
ま
れ
た
空
海
像
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
六
六
I

五
、
二

0
0
一
年
）
、
同
「
空
海
に
贈
ら
れ
た
唐
人
の
送
別
詩
」
（
『
ア
ジ
ア
遊

一
九
九
一
一
年
）
、
東
野
治
之
「
大
和
文
華
館
所
蔵
の
延
暦



学
』
二
七
、
二

0
0
一
年
）
。

(24)

『
顕
戒
論
縁
起
』
上
に
は
延
暦
二
四
年
九
月
一
六
日
付
け
の
広
円
の
伝
法
公
験
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
高
雄
山
寺
に
お
け
る
最
澄
の
灌

頂
授
与
の
日
付
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
伝
教
大
師
全
集
』
巻
一
や
日
本
思
想
大
系
「
最
澄
』
に
所
収
の
『
顕
戒
論
縁
起
』
は
、
そ
の
日
付
を
延
暦
二

四
年
「
九
月
七
日
」
と
作
る
が
、
平
安
時
代
末
期
書
写
の
青
蓮
院
所
蔵
本
『
灌
頂
阿
闇
梨
宣
旨
官
牒
』
所
収
の
伝
法
公
験
で
は
「
九
月
一
日
」
に
作
っ

て
お
り
（
久
曾
神
昇
編
『
不
空
三
蔵
表
制
集
他
二
種
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
）
、
本
稿
で
は
九
月
一
日
説
を
採
用
す
る
。

(25)

薗
田
香
融
「
最
澄
と
そ
の
思
想
」
（
日
本
思
想
大
系
『
最
澄
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）
四
八
三
＼
四
八
四
頁
、
高
木
誹
元
注

(
7
)
b
著
書
一
〇

-了

1
0
三
頁
、
永
村
真
「
帰
朝
後
の
活
動
」
（
日
本
の
名
僧
『
山
家
の
大
師
最
澄
』
吉
川
弘
文
館
、
二

0
0
四
年
）
―
―
二
＼
一
―
―
二
頁
。

(
2
6
)『
伝
述
一
心
戒
文
』
下
に
も
「
延
暦
年
中
、
皇
帝
陛
下
、
詔
―
―
最
澄
•
空
海
二
師
二
訪
二
天
台
•
真
言
於
大
唐
一
、
求
二
於
西
隣
＼
詔
二
和
気
弘
世
＿
‘

差
二
師
置
亡
唐
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
桓
武
は
和
気
弘
世
に
命
じ
て
、
最
澄
と
空
海
を
渡
唐
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
の
内
容
の
一
部
は
、
二

0
0
七
年
―
一
月
九
日
（
土
）
に
関
西
大
学
以
文
館
に
お
い
て
行
わ
れ
た
第
四
七
回
泊
園
記
念
講
座
に
お
い
て
、
「
空

海
に
お
け
る
東
と
西
」
と
題
し
て
報
告
し
た
。
な
お
本
研
究
の
一
部
は
、
平
成
一
八
年
度
関
西
大
学
国
内
研
究
員
研
究
費
に
よ
っ
て
行
っ
た
。

闊
西
大
學

『
文
學
論
集
』

第
五
十
七
巻
第
四
号
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